
工 業 用 水 道 事 業 の 中 期 経 営 計 画 の 概 要 

 

 

１ 計画策定の意義 
県営工業用水道事業については、平成１７年度を初年度とする５年間の「中期経営計画」に基

づき、さらなる企業性・公共性を発揮できるよう効率的な事業運営に取り組んできましたが、一
層の経営効率化はもとより、事業運営の安定化、環境問題への対応も必要となっています。今後、
耐震化への対応などを着実に進めていくなかで、経営目標と取組状況を把握しながら経営を行う
ため、引き続き、中長期的視点に立った「経営計画」を策定しました。 

 

２ 計画策定の期間 
平成２２年度から３１年度までの１０年間。 
平成２２年度から２６年度までの５年間を前期計画期間とし、２７年度から３１年度までの５

年間を後期計画期間として位置付けており、平成２８年３月に見直しを行いました。 
 

３ 事業の現状と課題 
 

 

 

 

 

 

 

４ 中期経営計画における基本理念及び基本目標 
（１） 基本理念 

  

 

 

（２） 基本目標 

   基本理念を実現するため、５つの基本目標と対応する１４項目の取り組みを進めます。 

目    標 取り組み事項 

１ 工業用水の安定的な供給体制の確立 ① 財政基盤の強化 

 ② 効率的な組織体制の構築 

 ③ 安定給水を確保するための施設の維持 

 ④ 技術力の維持・継承 

２ 受水企業とともに歩む事業の実現 ① 安定供給維持に向けた受水企業との協力 

 ② 受水企業との相互理解の促進 

 ③ 顧客満足度の向上 

３ 危機に強い運営体制の整備 ① 危機管理対策 

 ② 渇水時における利水者間での利害調整 

 ③ 他の事業者との連携強化 

４ 環境に配慮した事業の実施 ① 環境に配慮した水利用や水源地域との連携強化 

 ② 省エネルギー設備の利用推進 

 ③ 資源の有効活用 

５ 東予インダストリアルパークの早期分譲 

 
５ 計画達成状況の評価・公表 
  計画の透明性・実効性を確保するため、毎年度、ホームページにおいて評価結果を公表します。 

（１） 不透明な景気動向 
（２） 人口減少・高齢社会の本格的到来 
（３） 地震防災対策の推進 
（４） 低炭素、環境共生型社会の実現に向けた取り組み意識の向上 
（５） 地方公共団体財政健全化法の全面施行 
（６） 市町村合併の進展や広域自治体のあり方の見直し 

地域産業の振興に不可欠な「工業用水の安定供給」と「効率的な経営」を実現する。 


